
 

サポートセンター「ロッカー」利用募集要項 

令和８年度のロッカー利用について、次のとおり募集します。 

項  目 内       容 

利用対象 自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動を行う団体 

利用目的 
上記の活動に必要な事務用品等を保管するために利用するもの 
※危険物、貴重品、不衛生な物品及び動植物の保管はできません 

利用期間 令和８年４月１日（水）～ 令和９年３月 31 日（水） 

募集個数 ロッカー（大） 80 個  ロッカー（小）268 個 

募集期間 

令和７年 12 月 26 日（金）～ 令和８年２月４日（水） 
９:00～20:00（原則来所） 

※12 月 29 日（月）～1 月３日（土）は休館日です 
※12 月 28 日（日）は 17 時閉館です 

申込み 

方  法 

次の提出書類をそろえ募集期間内に来所にて９階受付にお申込みください 
＜提出書類＞ 

  １ サポートセンターロッカー利用申込書 

２ サポートセンター利用団体整理票（未提出団体のみ） 
  ３ 返信用封筒(110 円分の切手貼付)１枚 

※表面に利用承認書の郵送先となる住所・氏名を記載。記載もれの場合 

は利用責任者に郵送します。 
＜提出方法＞ 
  ９階受付へ直接お申し込みください 

※申込みは１団体につき大・小いずれか１個とし複数利用はできません 
※利用募集要項・利用申込書は９階受付にある他、サポートセンターＨＰからもダ
ウンロードできます 

利用団体決定
方法 

申込数が募集個数を上回った場合は公開で抽選を、下回った場合は再募集を行い
ます（再募集がある場合、令和８年２月中旬頃募集を行う予定です） 

※応募状況等の募集結果は、募集締切り後にボランティアサロンへ掲示するとと
もに、サポートセンターHP でお知らせします 
※抽選の有無等については、応募状況の公表とあわせて行います 

承 認 等 
結果通知 

利用の承認（又は不承認）は、文書（サポートセンターロッカー利用承認書）に
より申込時にご提出いただいた封筒の宛先（封筒に記載もれがあった場合は利用

責任者）まで郵送にて通知します 

使用料等 

＜使 用 料＞  ロッカー（大）１ケ月＠520 円×12 か月＝6,200 円 
       ロッカー（小）１ケ月＠100 円×12 か月＝1,200 円 

＜納付方法＞ 利用が決定した団体は、納付期間内に利用承認書を持参のうえ 
休館日以外の９時から20時の間に９階受付において使用料を納付
してください。使用料納付後に「ロッカー利用カード」をお渡

しします 
※納付期間：利用承認書の受領日以降令和８年３月 15 日まで 

この期間内に納付がない場合は、規定に基づき利用承認を取り消します 

※納付された使用料の還付はしません 

利用の条件 

・令和９年３月 31 日までに中の物を空にすること（令和９年３月 31 日までに当

該ロッカー№で翌年度の利用承認がされている場合を除く） 
・団体側でロッカーカードの複製はできないことを了承し、サポートセンターで
作成した複製カードを含め５枚のロッカーカードの利用とすることに同意するこ

と 
・裏面に記載の「ロッカー利用に関する留意点」及び別に定める「かながわ県民活
動サポートセンターロッカーの利用に関する要領」を確認し、同意していること 

                  問合せ先     

かながわ県民活動サポートセンター ボランタリー活動サポート課 

電話 045-312-1121(代)内線 2823・2824 ／ファクシミリ 045-312-4810 



 
 

ロッカー利用に関する留意点 

 

１ 利用についての注意事項 

(1)利用期間は 4 月１日から翌年 3 月 31 日までです。毎年申し込み等の手続きが必要です。 

(2)利用承認書を受け取った後は、利用承認書に記載している納付期限までに使用料の納付

をお願いします。期限内に使用料の納付がないときは利用の承認を取り消しますのでご

注意ください。 

(3)ロッカーを利用するときは、９階受付にてロッカー利用カードと引き換えに鍵を受け取

り、ロッカー利用後は速やかに鍵を返却してください。また、ロッカー開閉時以外は常に

ロッカーを施錠し、鍵を返却するまで利用者の責任で鍵を管理してください。 

(4)ロッカーキーの持ち帰りや複製は厳禁です。 

(5)ロッカーを棄損又はロッカーキーを紛失した場合は別途定める様式により届出をして

いただきます。修繕費等実費額はご負担いただきます。 

(6)ロッカー利用カードはサポートセンターが発行・交付したものに限ります。複製は認め

ません。 

(7)ロッカー利用カードを紛失した場合は、別途定める様式により届出をしていただきます。 

(8)ロッカー内には危険物・貴重品・不潔な物品・動植物の保管を認めません。 

 

２ 利用承認期間終了時の保管物の撤去について 

(1)利用承認期間終了時（３月 31 日）までには保管物を撤去し、中は空の状態にしてくださ

い。（当該ロッカー№で翌年度の利用承認がされている場合を除きます） 

(2)利用承認期間経過後にロッカーに残置物がある場合は、新たな利用者の利用の妨げとな

るため、残置物を別の場所に移します。 

 

３ 免責事項 

  サポートセンターは、ロッカーに保管されている物の盗難、紛失、破損等について一切の責

任を負いません。 

   
 


